
インタフェース仕様書解説書保険者編新旧対照表 

 

                        （内容現在 平成２７年４月１日） 

Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

1 表紙 
平成 ２５年 ４月 

 
同 

平成 ２７年 ４月 

2 １ 

（２） 「英数」属性の項目に

半角の空白が設定されている場

合は～省略～ 
同 

（２） 国保連合会に提出され

ていない情報（※１）について、

「英数」属性の項目に半角の空

白が設定されている場合は～省

略～ 

 

3 １ 

（３） 「数字」属性の項目に

半角の“０”が設定されている

場合は～省略～ 
同 

（３） 国保連合会に提出され

ていない情報（※１）について、

「数字」属性の項目に半角の

“０”が設定されている場合は

～省略～ 

 

4 ― 
 

１ 
※１を追加 

 

5 １ 

（４） 既に国保連合会に提出

している情報について～省略～ 
１－１ 

（４）既に国保連合会に提出し

ている情報（※２）について 

～省略～ 

 

6 ― 
 

１－１ 
※２を追加 

 

7 １－１ 

項番３ 

<情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード異動連絡票情

報 

 

１－２ 

項番３ 

<情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業（経過措置）サービスコード

異動連絡票情報 

8 １－２ 

 

同 

項番４に以下の内容を追加 

<情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード異動連絡票情

報 

 

9 １－２ 

（６） 

項番３ 

<入力情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード異動連絡票情

報 

<出力情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード更新結果情報 

１－３ 

（６） 

項番３ 

<入力情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業（経過措置）サービスコード

異動連絡票情報 

<出力情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業（経過措置）サービスコード

更新結果情報 

 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

10 １－２ 

 

１－３ 

（６）項番４に以下の内容を追

加 

<入力情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード異動連絡票情

報 

 

11 １－２ 

（７） 

項番３ 

<情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード情報 

１－３ 

（７） 

項番３ 

<情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業（経過措置）サービスコード

情報 

 

12 １－３ 

 

同 

（７）項番４に以下の内容を追

加 

<情報名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード情報 

 

13 ２ 

 

同 

以下の内容を追加 

異動区分コード１： 

異動事由０１：、０４：、９９：  

<要介護状態区分コード> 

事業対象者 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

１ヶ月未満～無期限（※３） 

 

14 ２ 

異動区分コード１： 

異動事由０１： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成２４年３月以前は３ヶ月～

６ヶ月（＋１ヶ月※） 

平成２４年４月以降は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

 

同 

異動区分コード１： 

異動事由０１： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成２４年３月以前は３ヶ月～

６ヶ月（＋１ヶ月※１） 

平成２４年４月以降は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

15 ２ 

異動区分コード１： 

異動事由０４： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

１ヶ月未満～１２ヶ月（＋１ヶ

月※） 

同 

異動区分コード１： 

異動事由０４： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成２７年３月以前は１ヶ月未

満～１２ヶ月（＋１ヶ月※１） 

平成２７年４月以降は１ヶ月未

満～２４ヶ月（＋１ヶ月※１） 

 

16 ２ 

異動区分コード１： 

異動事由０４： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は１ヶ月未

満～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

平成１６年４月以降は１ヶ月未

満～２４ヶ月（＋１ヶ月※） 

 

同 

異動区分コード１： 

異動事由０４： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は１ヶ月未

満～１２ヶ月（＋１ヶ月※１） 

平成１６年４月以降は１ヶ月未

満～２４ヶ月（＋１ヶ月※１） 

17 ２ 

異動区分コード１： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

１ヶ月未満～１２ヶ月（＋１ヶ

月※） 

同 

異動区分コード１： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成２７年３月以前は１ヶ月未

満～１２ヶ月（＋１ヶ月※１） 

平成２７年４月以降は１ヶ月未

満～２４ヶ月（＋１ヶ月※１） 

 

18 ２ 

異動区分コード１： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は１ヶ月未

満～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

平成１６年４月以降は１ヶ月未

満～２４ヶ月（＋１ヶ月※） 

 

同 

異動区分コード１： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は１ヶ月未

満～１２ヶ月（＋１ヶ月※１） 

平成１６年４月以降は１ヶ月未

満～２４ヶ月（＋１ヶ月※１） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

19 ２ 

 

２－１ 

以下の内容を追加 

異動区分コード２： 

異動事由０３：、９９： 

<要介護状態区分コード> 

事業対象者 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

１ヶ月未満～無期限（※３） 

 

20 ２ 

異動区分コード２： 

異動事由０３： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

２－１ 

異動区分コード２： 

異動事由０３： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成２７年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

平成２７年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

 

21 ２ 

異動区分コード２： 

異動事由０３： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

平成１６年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※） 

 

２－１ 

異動区分コード２： 

異動事由０３： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１） 

平成１６年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※１） 

22 ２ 

異動区分コード２： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

２－１ 

異動区分コード２： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成２７年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

平成２７年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

23 ２ 

異動区分コード２： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

平成１６年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※） 

 

２－１ 

異動区分コード２： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

平成１６年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

24 ２－１ 

 

同 

以下の内容を追加 

異動区分コード３： 

異動事由０２：、９９： 

<要介護状態区分コード> 

事業対象者 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

１ヶ月未満～無期限（※３） 

 

25 ２－１ 

異動区分コード３： 

異動事由０２： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

同 

異動区分コード３： 

異動事由０２： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成２７年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

平成２７年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

 

26 ２－１ 

異動区分コード３： 

異動事由０２： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

平成１６年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※） 

 

同 

異動区分コード３： 

異動事由０２： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

平成１６年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

27 ２－１ 

異動区分コード３： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

同 

異動区分コード３： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要支援 

経過的要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成２７年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

平成２７年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

 

28 ２－１ 

異動区分コード３： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

平成１６年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※） 

 

同 

異動区分コード３： 

異動事由９９： 

<要介護状態区分コード> 

要介護 

<設定可能な認定有効期間及び

支給限度管理期間> 

平成１６年３月以前は３ヶ月～

１２ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

平成１６年４月以降は３ヶ月～

２４ヶ月（＋１ヶ月※１、※２） 

29 ２－１ 

※ （＋１ヶ月）は月途中適用

開始である場合 

 

同 

※１ （＋１ヶ月）は月途中適

用開始である場合 

30 ― 
 

２－１ 
※２、※３を追加 

 

31 ３ 

（１１） 項番３８「減免申請

中区分コード」は利用者・旧措

置入所者利用者負担（項番３９

～省略～ 

 

同 

（１１） 項番３８「減免申請

中区分コード」は利用者負担減

免・旧措置入所者（項番３８～

省略～ 

32 ６ 

⑤【新規申請】 

みなしの非該当認定としてを当

該月から有効な限度額管理期間

を設定する（なお、非該当認定

については認定ではないため認

定期間は存在しないが、便宜的

に認定期間・限度額管理期間の

設定が必要）。 

 

同 

⑤【新規申請】 

みなしの非該当認定としてを当

該月から有効な限度額管理期間

を設定する。（なお、非該当認定

については認定ではないため認

定期間は存在しないが、便宜的

に認定期間・限度額管理期間の

設定が必要） 

33 ７ 

⑩[項番４０]利用者負担・旧措

置者利用者負担適用開始年月日 同 

⑩[項番４１]利用者負担減免・

旧措置者入所者適用開始年月日 

 

34 ７ 
 

同 
⑮、⑯を追加 

 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

35 ７ 

※同一月内で～省略～及び複合

型サービス事業所の利用開始に

あたって、利用開始月に小規模

多機能型事業所及び複合型サー

ビス事業所～省略～ 
７－１ 

※同一月内で～省略～及び複合

型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護）事業所の利用開始

にあたって、利用開始月に小規

模多機能型事業所及び複合型サ

ービス（看護小規模多機能型居

宅介護）事業所～省略～ 

 

36 ８ 

【受給者台帳イメージ】吹き出

し 

データベース上、「異動年月日」

で管理し、審査支払においても、

「異動年月日」をキーとして参

照する。 

 

同 

【受給者台帳イメージ】吹き出

し 

データベース上、「異動年月日」

で管理し、審査支払においても、

「異動年月日」をキーとして参

照する 

 

37 ９ 

【受給者異動情報の作成イメー

ジ２】吹き出し 

異動年月日としては、９月内（９

／１～９／３０）であれば、受

給者情報の登録においては問題

ない。 

 

同 

【受給者異動情報の作成イメー

ジ２】吹き出し 

異動年月日としては、９月内（９

／１～９／３０）であれば、受

給者情報の登録においては問題

ない 

 

38 ９ 

【受給者異動情報の作成イメー

ジ】吹き出し 

実際の異動情報の発生順を意識

して異動年月日を設定する。 

 

同 

【受給者異動情報の作成イメー

ジ】吹き出し 

実際の異動情報の発生順を意識

して異動年月日を設定する 

 

39 １０ 

【受給者異動情報の作成イメー

ジ２】吹き出し 

・異動年月日の若い方を設定す

る。 

・異動情報をまとめる場合、「居

宅介護支援事業所番号」等有効

期間を持たないものについては

注意が必要である。 

 

同 

【受給者異動情報の作成イメー

ジ２】吹き出し 

・異動年月日の若い方を設定す

る 

・異動情報をまとめる場合、「居

宅介護支援事業所番号」等有効

期間を持たないものについては

注意が必要である 

40 １１ 

⑤ ～省略～（但し、「認定有

効期間（終了年月日）」「上限

管理適用期間終了年月日」を除

く。） 同 

⑤ ～省略～（但し、「認定有

効期間（終了年月日）」「上限

管理適用期間終了年月日」を除

く。なお、要介護状態区分コー

ドが「06：事業対象者」の場合

は含まない。） 

 

41 １２ 

【受給者台帳イメージ】吹き出

し 

※論理的な不整合データが蓄積

される。 

 

同 

【受給者台帳イメージ】吹き出

し 

※論理的な不整合データが蓄積

される 

 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

42 １３ 

① 訂正連絡票の作成例 

訂正連絡票は連合会の台帳を直

接訂正する。（そのため紙のみ

となっている。）～省略～（台

帳は異動情報の積み上げのた

め、どの異動情報を修正するか

のキー（異動年月日）が必要と

なる。） 

 

同 

① 訂正連絡票の作成例 

訂正連絡票は連合会の台帳を直

接訂正する。～省略～（台帳は

異動情報の積み上げのため、ど

の異動情報を修正するかのキー

（異動年月日）が必要となる） 

 

43 １４ 

② 

※～省略～（６月の審査・支払

処理時点で「要介護状態区分」

等が未確定の為）。 

 

同 

② 

※～省略～（６月の審査・支払

処理時点で「要介護状態区分」

等が未確定の為） 

44 １５－１ 

「⑥－１ ～省略～又は、複合

型サービス事業所を設定する際

に、～省略～及び、複合型サー

ビス事業所いずれの事業所から

の給付管理票も返戻として取り

扱われる。）」 

「「１」：利用無し 

（介護予防）小規模多機能型居

宅介護、又は、複合型サービス

の～省略～」 

同 

「⑥－１ ～省略～又は、複合

型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護）事業所を設定する

際に、～省略～及び、複合型サ

ービス（看護小規模多機能型居

宅介護）事業所いずれの事業所

からの給付管理票も返戻として

取り扱われる）」 

「「１」：利用無し 

（介護予防）小規模多機能型居

宅介護、又は、複合型サービス

（看護小規模多機能型居宅介

護）の～省略～」 

 

45 
１５－１ 

１５－２ 

「２」：利用有り 

（介護予防）小規模多機能型居

宅介護、又は、複合型サービス

の～省略～ 
１５－２ 

「２」：利用有り 

（介護予防）小規模多機能型居

宅介護、又は、複合型サービス

（看護小規模多機能型居宅介

護）の～省略～ 

 

46 
１５－２ 

１５－３ 

（２１） 介護予防・日常生活

支援総合事業サービス費の～省

略～ 

 

１５－３ 

（２１） 介護予防・日常生活

支援総合事業サービス費（経過

措置）の～省略～ 

47 
１５－２ 

１５－３ 

（２１） 

平成２４年度より介護予防・日

常生活支援総合事業サービスが

開始されることに伴い、国保連

合会にて介護予防・日常生活支

援総合事業サービス費の請求書

情報～省略～ 

１５－３ 

（２１） 

平成２４年度より介護予防・日

常生活支援総合事業（経過措置）

サービスが開始されることに伴

い、国保連合会にて介護予防・

日常生活支援総合事業サービス

費（経過措置）の請求書情報～

省略～ 

 

48 ― 

 

１５－３ 

「（２２） 介護予防・日常生活

支援総合事業サービス費の請求

書情報受付のための国保連合会

への情報送付について」 

を追加 
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49 １７ 

（６） 項番１１４「介護予防・

日常生活支援総合事業費区分支

給限度基準額二次予防」～項番

１１６「介護予防・日常生活支

援総合事業費区分支給限度基準

額要支援２」～省略～ 

同 

（６） 項番１１４「介護予防・

日常生活支援総合事業費（経過

措置）区分支給限度基準額二次

予防」～項番１１６「介護予防・

日常生活支援総合事業費（経過

措置）区分支給限度基準額要支

援２」～省略～ 

 

50 １７ 

（７） 項番１１７「介護予防・

日常生活支援総合事業費種類支

給限度基準額訪問型予防サービ

ス二次予防」～項番１６０「介

護予防・日常生活支援総合事業

費種類支給限度～省略～ 

同 

（７） 項番１１７「介護予防・

日常生活支援総合事業費（経過

措置）種類支給限度基準額訪問

型予防サービス二次予防」～項

番１６０「介護予防・日常生活

支援総合事業費（経過措置）種

類支給限度～省略～ 

 

51 ２０－１ 

１．１．８ 介護予防・日常生

活支援総合事業サービスコード

異動連絡票情報 

 

同 

１．１．８ 介護予防・日常生

活支援総合事業（経過措置）サ

ービスコード異動連絡票情報 

52 ２０－１ 

（１） ～省略～新たに介護予

防・日常生活支援総合事業サー

ビスを～省略～介護予防・日常

生活支援総合事業サービスコー

ドを実施～省略～必ず介護予

防・日常生活支援総合事業サー

ビスコード異動連絡票情報を～

省略～介護予防・日常生活支援

総合事業サービスの実施を取り

止める～省略～ 

同 

（１） ～省略～新たに介護予

防・日常生活支援総合事業（経

過措置）サービスを～省略～介

護予防・日常生活支援総合事業

（経過措置）サービスコードを

実施～省略～必ず介護予防・日

常生活支援総合事業（経過措置）

サービスコード異動連絡票情報

を～省略～介護予防・日常生活

支援総合事業（経過措置）サー

ビスの実施を取り止める～省略

～ 

 

53 ― 

 

２０－１ 

２０－２ 

「１．１．９ 介護予防・日常

生活支援総合事業サービスコー

ド異動連絡票情報」 

を追加 

 

54 ２２ 

 

同 

連番２に以下の内容を追加 

<０１項目関連検査> 

*19 

 

55 ２３ 

 

同 

連番３３に以下の内容を追加 

<０３日付比較検査> 

34 

 

56 ２３ 

連番３９ 

<項目名> 

利用者・旧措置入所者利用者負

担利用者負担区分コード 

 

同 

連番３９ 

<項目名> 

利用者負担減免・旧措置入所者

利用者負担区分コード 
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57 ２３ 

連番４０ 

<項目名> 

利用者・旧措置入所者利用者負

担給付率 

同 

連番４０ 

<項目名> 

利用者負担減免・旧措置入所者

給付率 

 

以下の内容を追加 

<０８範囲検査> 

＊20 

 

58 ２３ 

連番４１ 

<項目名> 

利用者・旧措置入所者利用者負

担適用開始年月日 

 

同 

連番４１ 

<項目名> 

利用者負担減免・旧措置入所者

適用開始年月日 

59 ２３ 

連番４２ 

<項目名> 

利用者・旧措置入所者利用者負

担適用終了年月日 

 

同 

連番４２ 

<項目名> 

利用者負担減免・旧措置入所者

適用終了年月日 

60 ２３－１ 

 

同 

連番５９に以下の内容を追加 

<０３日付比較検査> 

34 

 

61 ２３－１ 

 

同 

連番７０～連番７８に以下の内

容を追加 

<項目名> 

住所地特例対象者区分コード 

  ～ 

<項目名> 

二割負担適用終了年月日 

 

62 ２４ 
 

同 
＊１８～＊２１を追加 

 

63 ２６ 

⑩:「利用者・旧措置入所者利用

者負担・適用終了年月日」の～

省略～「利用者・旧措置入所者

利用者負担適用開始年月日」が

設定～省略～「利用者・旧措置

入所者利用者負担・適用終了年

月日」が設定～省略～ 

 

同 

⑩:「利用者負担減免・旧措置入

所者・適用終了年月日」の～省

略～「利用者負担減免・旧措置

入所者・適用開始年月日」が設

定～省略～「利用者負担減免・

旧措置入所者・適用終了年月日」

が設定～省略～ 

64 ２６ 

⑲:「利用者・旧措置入所者利用

者負担・適用開始年月日」、「利

用者・旧措置入所者利用者負

担・適用終了年月日」の日付が

以下の関係にあること 

「利用者・旧措置入所者利用者

負担・適用開始年月日」＜「利

用者・旧措置入所者利用者負

担・適用終了年月日」 

 

同 

⑲:「利用者負担減免・旧措置入

所者・適用開始年月日」、「利用

者負担減免・旧措置入所者・適

用終了年月日」の日付が以下の

関係にあること 

「利用者負担減免・旧措置入所

者・適用開始年月日」＜「利用

者負担減免・旧措置入所者・適

用終了年月日」 

65 ２６－１ 
 ２６－１ 

２６－２ 

30:～34-3:を追加 
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66 ２７ 

 

同 

連番１５～連番１７に以下の内

容を追加 

<項目名> 

介護予防訪問介護・介護予防通

所介護終了年月 

  ～ 

<項目名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業みなしサービス終了年月 

 

67 ２８ 
 

同 
＊４、＊５を追加 

 

68 ２８ 
 

同 
③、④を追加 

 

69 

３３－２ 

～ 

３３－６ 

連番１１４～連番１６０ 

<項目名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業費～省略～ 

 

同 

連番１１４～連番１６０ 

<項目名> 

介護予防・日常生活支援総合事

業費（経過措置）～省略～ 

70 ３６－１ 

⑱、⑲、⑳ 

総合事業費～省略～ 
同 

⑱、⑲、⑳ 

総合事業費（経過措置）～省略

～ 

 

71 ３８－２ 

（１） 

＊２:～省略～ 

・介護給付費単位数表に存在す

るコードであること 

 

同 

（１） 

＊２:～省略～ 

・介護給付費単位数表に存在す

るコードであること。 

 

72 ３８－３ 

１．２．７ 介護予防・日常生

活支援総合事業サービスコード

異動連絡票情報 

 

同 

１．２．７ 介護予防・日常生

活支援総合事業（経過措置）サ

ービスコード異動連絡票情報 

73 ３８－４ 

＊２ 

「・総合事業給付費単位数表に

存在するコードであること。」 

「・介護予防・日常生活支援総

合事業サービスであること。」 
同 

＊２ 

「・総合事業（経過措置）給付

費単位数表に存在するコードで

あること。」 

「・介護予防・日常生活支援総

合事業（経過措置）サービスで

あること。」 

 

74 ― 

 

３８－５ 

～ 

３８－７ 

「１．２．８ 介護予防・日常

生活支援総合事業サービスコー

ド異動連絡票情報」 

を追加 

 

75 ― 

 

３８－８ 

３８－９ 

「総合事業サービスコード異動

一括点検必須項目検査」 

を追加 
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76 ３９ 

（１） 

～省略～介護予防・日常生活支

援総合事業費（審査支払手数料）

払込請求書情報について～省略

～ 
同 

（１） 

～省略～介護予防・日常生活支

援総合事業費（経過措置）（審査

支払手数料）払込請求書情報、

介護予防・日常生活支援総合事

業費（審査支払手数料）払込請

求書情報について～省略～ 

 

77 ３９ 

項番１ 

<情報名> 

国保連合会保有給付実績情報

（介護予防・日常生活支援総合

事業分含む） 

 

同 

項番１ 

<情報名> 

国保連合会保有給付実績情報

（介護予防・日常生活支援総合

事業（経過措置）分含む） 

78 ３９ 

項番３ 

<情報名> 

介護給付費資格照合表情報、介

護予防・日常生活支援総合事業

費資格照合表情報 
同 

項番３ 

<情報名> 

介護給付費資格照合表情報、介

護予防・日常生活支援総合事業

費（経過措置）資格照合表情報、

介護予防・日常生活支援総合事

業費資格照合表情報 

 

79 ３９ 

項番４ 

<情報名> 

介護給付費等請求額通知書情

報、介護予防・日常生活支援総

合事業費請求額通知書情報 同 

項番４ 

<情報名> 

介護給付費等請求額通知書情

報、介護予防・日常生活支援総

合事業費（経過措置）請求額通

知書情報、介護予防・日常生活

支援総合事業費等請求額通知書

情報 

 

80 ３９ 

項番５ 

<情報名> 

介護給付費等審査決定請求明細

表情報、介護予防・日常生活支

援総合事業費審査決定請求明細

表情報 

同 

項番５ 

<情報名> 

介護給付費等審査決定請求明細

表情報、介護予防・日常生活支

援総合事業費（経過措置）審査

決定請求明細表情報、介護予

防・日常生活支援総合事業費審

査決定請求明細表情報 

 

81 ３９ 

項番６ 

<情報名> 

介護給付費過誤決定通知書情報

（保険者分）、介護予防・日常生

活支援総合事業費過誤決定通知

書情報（保険者分） 
同 

項番６ 

<情報名> 

介護給付費過誤決定通知書情報

（保険者分）、介護予防・日常生

活支援総合事業費（経過措置）

過誤決定通知書情報（保険者

分）、介護予防・日常生活支援総

合事業費過誤決定通知書情報

（保険者分） 
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82 ３９ 

項番７ 

<情報名> 

介護給付費再審査決定通知書情

報（保険者分） 同 

項番７ 

<情報名> 

介護給付費再審査決定通知書情

報（保険者分）、介護予防・日常

生活支援総合事業費再審査決定

通知書情報（保険者分） 

 

83 ３９ 

項番８ 

<情報名> 

請求明細・給付管理票返戻（保

留）一覧表情報 同 

項番８ 

<情報名> 

請求明細書・給付管理票返戻（保

留）一覧表情報、介護予防・日

常生活支援総合事業請求明細書

返戻（保留）一覧表情報 

 

84 ４０ 
（２）、（３） 

 
同 

（１）、（２）に変更 

85 ４１ 

<対象年月が平成１８年４月以

降> 

居宅サービス・介護予防サービ

ス給付管理票 

 

同 

<対象年月が平成１８年４月以

降> 

居宅サービス・介護予防サービ

ス・総合事業給付管理票 

86 ４１ 

１５ 居宅・介護予防支給限度

額 

 

同 

１５ 居宅・介護予防・総合事

業支給限度額 

87 ４１ 

１８ 指定／基準該当／地域密

着型サービス識別コード 
同 

１８ 指定／基準該当／地域密

着型サービス／総合事業識別コ

ード 

 

88 ４２ 

・給付管理票 

～省略～対象年月が平成 14 年 1

月以降は、給付管理票種別区分

コードが“居宅サービス”のみ

を使用することになるため、給

付管理票種別区分コードによっ

て改ページされることはなくな

る。 

 

同 

・給付管理票 

～省略～対象年月が平成１４年

１月以降は、給付管理票種別区

分コードが“居宅サービス”の

みを使用することになるため、

給付管理票種別区分コードによ

って改ページされることはなく

なる。 

89 ４２ 

 

同 

「⑩  給付実績に対しどちらを

先に処理すべきか判断がつかな

いため、過誤処理と同月の受付

年月に給付管理票修正処理は行

えない。」 

を追加 

 

90 ４３ 

（１） 介護給付費過誤申立書

情報、介護予防・日常生活支援

総合事業費過誤申立書情報 
同 

（１） 介護給付費過誤申立書

情報、介護予防・日常生活支援

総合事業費（経過措置）過誤申

立書情報、介護予防・日常生活

支援総合事業費過誤申立書情報 
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91 ４３ 

① ～省略～（※介護予防・日

常生活支援総合事業費過誤申立

書情報についても～省略～） 
同 

① ～省略～（※介護予防・日

常生活支援総合事業費（経過措

置）過誤申立書情報、介護予防・

日常生活支援総合事業費過誤申

立書情報についても～省略～） 

 

92 ４３ 

様式番号１０様式第二 

<様式名称> 

～省略～小規模多機能型居宅介

護・複合型サービス 

同 

様式番号１０様式第二 

<様式名称> 

～省略～小規模多機能型居宅介

護（短期利用以外）・複合型サー

ビス（看護小規模多機能型居宅

介護・短期利用以外）・地域密着

型通所介護・小規模多機能型居

宅介護（短期利用）・複合型サー

ビス（看護小規模多機能型居宅

介護・短期利用） 

 

93 ４３ 

 

同 

「様式番号１０様式第二の三」 

「様式番号２０様式第七の三」 

を追加 

 

94 ４４ 

申立理由番号４２ 

<申立理由> 

適正化による保険者申立の過誤

取下げ 

同 

申立理由番号４２ 

<申立理由> 

適正化（その他）による保険者

申立の過誤取下げ 

 

95 ４４ 

 

同 

申立理由番号４３～申立理由番

号４７に以下の内容を追加 

<申立理由> 

適正化（ケアプラン点検）によ

る保険者申立の過誤取下げ 

  ～ 

<申立理由> 

適正化（給付実績を活用した情

報提供）による保険者申立の過

誤取下げ 

 

96 ４４ 

申立理由番号４９ 

<申立理由> 

適正化による保険者申立の過誤

取下げ（同月） 

 

同 

申立理由番号４９ 

<申立理由> 

適正化（その他）による保険者

申立の過誤取下げ（同月） 
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97 ４４ 

 

同 

申立理由番号４Ａ～申立理由番

号４Ｅに以下の内容を追加 

<申立理由> 

適正化（ケアプラン点検）によ

る保険者申立の過誤取下げ（同

月） 

  ～ 

<申立理由> 

適正化（給付実績を活用した情

報提供）による保険者申立の過

誤取下げ（同月） 

 

98 ４４ 

申立理由番号５２ 

<申立理由> 

適正化による公費負担者申立の

過誤取下げ 

 

同 

申立理由番号５２ 

<申立理由> 

適正化（その他）による公費負

担者申立の過誤取下げ 

99 ４４ 

 

同 

申立理由番号５３～申立理由番

号５７に以下の内容を追加 

<申立理由> 

適正化（ケアプラン点検）によ

る公費負担者申立の過誤取下げ 

  ～ 

<申立理由> 

適正化（給付実績を活用した情

報提供）による公費負担者申立

の過誤取下げ 

 

100 ４４ 

申立理由番号５９ 

<申立理由> 

適正化による公費負担者申立の

過誤取下げ（同月） 

 

同 

申立理由番号５９ 

<申立理由> 

適正化（その他）による公費負

担者申立の過誤取下げ（同月） 

101 ４４ 

 

同 

申立理由番号５Ａ～申立理由番

号５Ｅに以下の内容を追加 

<申立理由> 

適正化（ケアプラン点検）によ

る公費負担者申立の過誤取下げ

（同月） 

  ～ 

<申立理由> 

適正化（給付実績を活用した情

報提供）による公費負担者申立

の過誤取下げ（同月） 

 

102 ― 

 

４４－１ 

「「適正化」にかかる申立理由の

選択は以下のとおりとする。」 

を追加 
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103 ４４ 

② ～省略～（※介護予防・日常

生活支援総合事業費については

現物給付分の給付実績のみ） ４４－１ 

② ～省略～（※介護予防・日常

生活支援総合事業費（経過措置）

については現物給付分の給付実

績のみ） 

 

104 ４４ 

③ ～省略～（※介護予防・日常

生活支援総合事業費については

取下げ、その他取下げのみ） ４４－１ 

③ ～省略～（※介護予防・日常

生活支援総合事業費（経過措置）

については取下げ、その他取下

げのみ） 

 

105 ― 

 

４４－１ 

「⑦  給付実績に対しどちらを

先に処理すべきか判断がつかな

いため、給付管理票修正処理と

同月の受付年月に過誤処理は行

えない。」 

を追加 

 

106 ４５ 

申立理由番号０６ 

<申立理由> 

適正化による場合 
４５－１ 

申立理由番号０６ 

<申立理由> 

適正化（その他）による場合 

 

107 ４５ 

 

４５－１ 

申立理由番号０７～申立理由番

号１１に以下の内容を追加 

<申立理由> 

適正化（ケアプラン点検）によ

る場合 

  ～ 

<申立理由> 

適正化（給付実績を活用した情

報提供）による場合 

 

108 ― 

 

４５－１ 

「「適正化」にかかる申立理由の

選択は以下のとおりとする。」 

を追加 

 

109 ４６ 

（３） 介護給付費過誤決定通

知書・介護予防・日常生活支援

総合事業費過誤決定通知書 
４７ 

（３） 介護給付費過誤決定通

知書、介護予防・日常生活支援

総合事業費（経過措置）過誤決

定通知書、介護予防・日常生活

支援総合事業費過誤決定通知書 

 

110 ４７ 

③ 介護給付費過誤決定通知

書・介護予防・日常生活支援総

合事業費過誤決定通知書情報の

保険者向け帳票は～省略～ 
同 

③ 介護給付費過誤決定通知書

情報、介護予防・日常生活支援

総合事業費（経過措置）過誤決

定通知書情報、介護予防・日常

生活支援総合事業費過誤決定通

知書情報の保険者向け帳票は～

省略～ 
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111 ４７ 

⑤ 介護給付費過誤決定通知書

（集計レコード）・介護予防・日

常生活支援総合事業費過誤決定

通知書情報（集計レコード）～

省略～ 
同 

⑤ 介護給付費過誤決定通知書

（集計レコード）、介護予防・日

常生活支援総合事業費（経過措

置）過誤決定通知書情報（集計

レコード）、介護予防・日常生活

支援総合事業費過誤決定通知書

情報（集計レコード）～省略～ 

 

112 ４７ 

（４） 介護給付費再審査決定

通知書 
４８ 

（４） 介護給付費再審査決定

通知書、介護予防・日常生活支

援総合事業費再審査決定通知書 

 

113 ４８ 

③～省略～保険者単位でまとめ

て 1つのファイルに作成する 同 

③～省略～保険者単位でまとめ

て 1つのファイルに作成する。 

 

114 ４９ 

申立理由番号０６ 

<内容> 

適正化による場合 

 

同 

申立理由番号０６ 

<内容> 

適正化（その他）による場合 

115 ４９ 

 

同 

申立理由番号０７～申立理由番

号１１に以下の内容を追加 

<申立事由下段> 

適正化 

<内容> 

適正化（ケアプラン点検）によ

る場合 

  ～ 

<申立事由下段> 

適正化 

<内容> 

適正化（給付実績を活用した情

報提供）による場合 

 

116 ５２ 

（２）～省略～（上記（１）の

場合は償還連絡票情報を分け

る。） 

 

同 

（２）～省略～（上記（１）の

場合は償還連絡票情報を分け

る） 

 

117 ５２ 

（６）～省略～（エラー扱いと

なる。） 

 

同 

（６）～省略～（エラー扱いと

なる） 

118 ５２－１ 

（８）～省略～（出力情報は各

情報を出力する処理の業務委託

の有無による。） 

 

同 

（８）～省略～（出力情報は各

情報を出力する処理の業務委託

の有無による） 

 

119 ― 

 

５３ 

「（７）項番２５「口座名義人 

（カナ）」 

を追加 
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120 ５３ 

（１）① 

イ．住宅改修費の場合、住宅改

修着工年月を設定する。 

複数の住宅改修費の請求があ

り、住宅改修着工年月が異なる

場合は、基本情報レコードを分

けて作成する。 

 

同 

（１）① 

イ．住宅改修費の場合、領収書

記載年月を設定する。 

複数の住宅改修費の請求があ

り、領収書記載年月が異なる場

合は、基本情報レコードを分け

て作成する。 

 

121 ５４ 

（３）緊急時施設療養費情報レ

コード・～省略～ 

 

同 

（３）緊急時施設療養情報レコ

ード・～省略～ 

 

122 ５４ 

（４）②～省略～ 

・複数のレコードに同じ傷病名

がある場合は、傷病名が同じレ

コードは続けて設定する（識別

番号は昇順である必要はない）。 

 

５５ 

（４）②～省略～ 

・複数のレコードに同じ傷病名

がある場合は、傷病名が同じレ

コードは続けて設定する。（識

別番号は昇順である必要はな

い） 

 

123 ５５ 

イ. ２レコード目以降で傷病名

が空白の場合は、直前レコード

と同一の傷病名と見なす。 

 

同 

イ. ２レコード目以降で傷病名

が空白の場合は、直前レコード

と同一の傷病名とみなす。 

124 ５６ 

（２）②～省略～（今回分だけ

の支給金額。） 

 

同 

（２）②～省略～今回分だけの

支給金額） 

125 ５６ 

（２）③～省略～保険者が設定

した支給金額のチェックを行わ

ずに給付実績に登録する（但し、

マイナス値のチェックは行な

う）。 

 

５６－１ 

（２）③～省略～保険者が設定

した支給金額のチェックを行わ

ずに給付実績に登録する。（但

し、マイナス値のチェックは行

なう） 

126 ― 

 

５６－１ 

「（７）項番２３「口座名義人 

（カナ）」 

を追加 

 

127 ５７ 

３．１．７ 認定調査委託料支

払一覧表情報 

（２）～省略～（チェックしな

い。） 

 

同 

３．１．７ 認定調査委託料支

払一覧表情報 

（２）～省略～（チェックしな

い） 

128 ５８ 

（４） チェック仕様 

ア.① 

◎: システム処理上、データの

主キー（当該情報を一意に定め

る項目）、準キー（主キ ーでは

ないが変更できない項目）とし

て扱われる項目に対する検査。 

 

同 

（４） チェック仕様 

ア.① 

◎: システム処理上、データの

主キー（当該情報を一意に定め

る項目）、準キー（主キ ーでは

ないが変更できない項目）とし

て扱われる項目に対する検査 
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129 ５８ 

（４） チェック仕様 

ア.① 

●:システム処理上、データの主

キー、準キーの何れとも扱われ

ることがない項目に対する検

査。 

 

同 

（４） チェック仕様 

ア.① 

●:システム処理上、データの主

キー、準キーの何れとも扱われ

ることがない項目に対する検査 

130 ５８ 

（４） チェック仕様 

ア.① 

○: システム処理上、データの

主キー、準キーの何れとも扱わ

れることがない項目に対する検

査。 

 

同 

（４） チェック仕様 

ア.① 

○: システム処理上、データの

主キー、準キーの何れとも扱わ

れることがない項目に対する検

査 

131 ５８ 

（４） チェック仕様 

イ.③ 

０３：～省略～正しいとする検

査項目。 

０４：～省略～正しいとする検

査項目。 

０７：～省略～その他の特殊な

検査。（詳細は欄外に記載） 

 

同 

（４） チェック仕様 

イ.③ 

０３：～省略～正しいとする検

査項目 

０４：～省略～正しいとする検

査項目 

０７：～省略～その他の特殊な

検査（詳細は欄外に記載） 

132 ― 

 

５８－１ 

「（５）項番１０「口座名義人 

（カナ）」 

を追加 

 

133 ６１ 

（１）① 

イ．受給者台帳が終了している

場合、共同処理用受給者情報も

終了していると判断されるた

め、“終了”を設けていない。 

 

同 

（１）① 

ア．受給者台帳が終了している

場合、共同処理用受給者情報も

終了していると判断されるた

め、“終了”を設けていない。 

 

134 ６２ 

⑩ 

項番８「世帯所得区分コード」

が１：低所得者等以外であり、

～省略～また、項番８「世帯所

得区分コード」が１：低所得者

等以外であり～省略～ 

 

同 

⑩ 

項番８「世帯所得区分コード」

が１：一般であり、～省略～ま

た、項番８「世帯所得区分コー

ド」が１：一般であり～省略～ 

135 ６４ 

（５） チェック仕様 

ア.① 

◎: システム処理上、データの

主キー（当該情報を一意に定め

る項目）、準キー（主キ ーでは

ないが変更できない項目）とし

て扱われる項目に対する検査。 

 

同 

（５） チェック仕様 

ア.① 

◎: システム処理上、データの

主キー（当該情報を一意に定め

る項目）、準キー（主キ ーでは

ないが変更できない項目）とし

て扱われる項目に対する検査 
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136 ６４ 

（５） チェック仕様 

ア.① 

●:システム処理上、データの主

キー、準キーの何れとも扱われ

ることがない項目に対する検

査。 

 

同 

（５） チェック仕様 

ア.① 

●:システム処理上、データの主

キー、準キーの何れとも扱われ

ることがない項目に対する検査 

137 ６４ 

（５） チェック仕様 

ア.① 

○: システム処理上、データの

主キー、準キーの何れとも扱わ

れることがない項目に対する検

査。 

 

同 

（５） チェック仕様 

ア.① 

○: システム処理上、データの

主キー、準キーの何れとも扱わ

れることがない項目に対する検

査 

138 ６４ 

（５） チェック仕様 

イ.③ 

０３：～省略～正しいとする検

査項目。 

０４：～省略～正しいとする検

査項目。 

０７：～省略～その他の特殊な

検査。（詳細は欄外に記載） 

 

同 

（５） チェック仕様 

イ.③ 

０３：～省略～正しいとする検

査項目 

０４：～省略～正しいとする検

査項目 

０７：～省略～その他の特殊な

検査（詳細は欄外に記載） 

139 ６７ 

 

同 

連番７に以下の内容を追加 

<０２数値検査> 

○ 

<０７特殊検査> 

○※１ 

 

140 ― 

 

６７ 

「（１） 項目別妥当性及び項目

間関連検査に付された＊ｎの説

明」 

を追加 

 

141 ６７ 
（１） 項目間関連検査の説明 

 
同 

（２） 項目間関連検査の説明 

142 ６８ 

３.２.１  

（４）～省略～（運用上の取り

決めによる。） 

 

同 

３.２.１  

（４）～省略～（運用上の取り

決めによる） 

143 ７０ 
④ 項番１４「増減単位」 

 
同 

④ 項番１４「増減単位数」 

144 ７１ 

②～省略～５「被保険者氏名」

～省略～ 

 

同 

②～省略～５「被保険者氏名（漢

字）」～省略～ 

145 ７１ 

②～省略～（データが省略され

ているわけではなく、帳票印刷

時に空白としている。） 

 

同 

②～省略～（データが省略され

ているわけではなく、帳票印刷

時に空白としている） 
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146 ７１ 

⑤ 

低：所得区分が“低所得者等以

外”である 

同 

⑤ 

般：所得区分が“一般”である 

 

以下の内容を追加 

現：所得区分が“現役並み所得

相当”である 

 

147 ７２ 

⑤（出力例３） 

世帯の所得区分が“低所得者等

以外”～省略～“低，市，合，

緩２，自” 全ての明細レコード

に上記例の形式で出力される。 

 

同 

⑤（出力例３） 

世帯の所得区分が“一般”～省

略～“般，市，合，緩２，自” 全

ての明細レコードに上記例の形

式で出力される。 

148 ７２ 

（４）～省略～（２ヶ月分をま

とめて送付する等。） 

 

同 

（４）～省略～（２ヶ月分をま

とめて送付する等） 

149 ７２ 

（６）～省略～（給付対象とな

らない。） 

 

同 

（６）～省略～（給付対象とな

らない） 

150 ７６ 

４ 資格系保険者共同処理 

同 

４ 資格系保険者共同処理（平

成 27 年 6月処理分まで） 

 

151 ８０ 

（６）③ 

決定前：事業者からの請求情報。 

決定後：審査決定後の情報。 

 

同 

（６）③ 

決定前：事業者からの請求情報 

決定後：審査決定後の情報 

 

152 ８０ 

（７）緊急時施設療養費情報レ

コード・所定疾患施設療養費等

情報レコード 

 

同 

（７）緊急時施設療養情報レコ

ード・所定疾患施設療養費等情

報レコード 

153 ８２ 

（２）緊急時施設療養費情報レ

コード・所定疾患施設療養費等

情報レコード 

 

同 

（２）緊急時施設療養情報レコ

ード・所定疾患施設療養費等情

報レコード 

154 ８３ 

（３）⑦ 

現物の場合、未設定。 

償還の場合、“3411”。 

 

同 

（３）⑦ 

現物の場合、未設定 

償還の場合、“3411” 

 

155 ８３ 

（７） 本国保連合会保有給付

実績情報のファイルは～省略～

給付実績が格納される。 
同 

（７） 本国保連合会保有給付

実績情報のファイルは～省略～

給付実績が格納される。保険者

システムでは、②、①の順に取

り込む。 

 

156 ８４ 

給付実績交換処理について 

 同 

５．３ 給付実績交換処理につ

いて 

 

157 ８４ 

５．２．２ 給付実績交換処理

（保険者から国保連合会への償

還払給付実績の提供）の目的 

 

同 

５．３．１ 給付実績交換処理

（保険者から国保連合会への償

還払給付実績の提供）の目的 

 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

158 付－１ 

 

同 

レコード項目に以下の内容を追

加 

「明細情報（住所地特例）」 

 

 


